
議案第３１号

令和８年度沼田市水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和８年度沼田市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数 １１，３９３戸

(2) 年間給水量 ２，３９９，０００㎥

(3) 一日平均給水量 ６，５７３㎥

(4) 主要な建設改良事業 浄水施設改良費及び配水施設拡張費 ２００，８６０千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水 道 事 業 収 益 ３９０，００８ 千円

第１項 営 業 収 益 ２８７，０５０ 千円

第２項 営 業 外 収 益 １０２，９５６ 千円

第３項 特 別 利 益 ２ 千円

支 出

第１款 水 道 事 業 費 用 ３８０，７４４ 千円

第１項 営 業 費 用 ３５０，３１５ 千円

第２項 営 業 外 費 用 ２９，４２７ 千円

第３項 特 別 損 失 ２ 千円

第４項 予 備 費 １，０００ 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額７６６，２３４千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額２５，９７１千円、当年度分損益勘定留保資金８９，５３６千円及び建設改良積立金

６５０，７２７千円で補てんする）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ５２，１４０ 千円

第２項 出 資 金 ２１３ 千円

第３項 企 業 債 ４３，１２６ 千円

第４項 固定資産売却収入 １ 千円

第５項 補 助 金 ８，８００千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ８１８，３７４ 千円

第１項 建 設 改 良 費 ２８６，１４０ 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３１，２３４ 千円

第３項 予 備 費 １，０００ 千円

第４項 定期預金預入れ金 ５００，０００ 千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

上水道事業 43,126千円 証書借入れ 5.0％以内（ただ 借入れの日から据置期間を含

又は証券発 し、利率見直し み40年以内の年賦元利均等償

行とする。 方式で借り入れ 還若しくは半年賦元利均等償

る政府資金及び 還又は半年賦元金均等償還と

地方公共団体金 し、その他の条件については

融機構資金につ 借入先の融通条件による。た

いて、利率の見 だし、企業財政の都合により

直しを行った後 繰り上げ償還をなし、償還年

においては、当 限を短縮し、又は低利債に借

該見直し後の利 換えすることができる。

率とする。）

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、５０,０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

い。

(1) 職 員 給 与 費 ８６，０４４ 千円

(2) 交 際 費 １０ 千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条 たな卸資産の購入限度額は、７，４９４千円と定める。

令和８年２月２４日提出

沼田市長 星 野 稔
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